
患患者者ささんんととごご家家族族のの方方へへ  
入院生活をご理解いただくためのご案内 

 

当院の診療科目は精神科・内科・神経内科・消化器科・外科・皮膚科・呼吸器科・歯科・

整形外科の９科です。 

内科は一般病床と療養型病床群許可の病室です。 

精神科・神経内科は脳波測定装置や心理検査などによる診断を行っております。社会復

帰のための施設として入所施設ではグループホーム、福祉ホームがあります。通所施設と

しては地域活動支援センター、多機能型事務所（就労移行支援・就労継続支援 B 型）がご

ざいます。 

 内科・消化器科はファイバースコープ、超音波診断装置などの医療機器を設備し人間ド

ックも行っております。 

 また、X 線撮影装置、全身 CT スキャナーや MRI を設置しております。 

 なお作業療法、生活療法によるリハビリテーションも行っております。 

 ご入院の方々に 1 日も早く快適な入院生活が可能になるように、私たちができる限り努

めることが一番大切なことと考えております。 

 介護老人保健施設他、地域包括支援センター等の高齢者の方のための施設もございます。 

入院手続 

当院に入院をご希望の方は、総合支援課までお電話下さい。 

入院の際には、総合支援課や病棟で入院に必要なご案内をするとともに、書類上の手続き

を行なっていただきます。印鑑、各種保険証、限度額適用認定証、障害者手帳等（身体障害

者手帳やペースメーカーを装着されている方はペースメーカー手帳）をご用意下さい。 

携帯品 

洗面道具 ：洗面器、ｼｬﾝﾌﾟｰ、ﾎﾞﾃﾞｨｰｿｰﾌﾟや石鹸類、乾電池式髭剃り、歯ﾌﾞﾗｼ、歯磨き粉 

履 物 ：上履きやｻﾝﾀﾞﾙ等 

そ の 他 ：箸、箸箱、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸのｺｯﾌﾟ、オムツ(売店利用かお持ち込みが可能)等 

※詳細については入院時に説明いたします。 

入院費と保険証等のご呈示 

入院費等は月末に精算し、翌月 11 日以降に請求書を発行いたします。会計受付におい

て入院費をお支払い下さい。お支払いの際には、保険証や限度額適用認定証をご持参され

ご提示下さい。郵便振替でのお支払いも可能ですが、保険証を毎月会計受付にご提示いた

だくこともお願い申し上げます。ご不明な点がございましたら、会計受付までお申し出下

さい。 

日用品費と買物 

日用品は、患者さんの利便性を図るために、患者さんとご家族の希望により病院管理と

することができます。金銭自己管理が出来ない患者さんにつきましては、預かり金から差

し引いて清算する方法もございます。その際は、日用品費は若干の余裕を持ってお預け願

います。日用品費の入金方法は会計受付でお預かりする方法と、郵便振替による方法がご

ざいます。病院内には入院に必要な物品や日用品を扱っている売店(ﾔﾏｻﾞｷ Y ｼｮｯﾌﾟ)がござ

いますのでご利用ください。 

面会 

面会時間 

精神科病棟 
午前 9 時 30 分より午前 11 時 30 分まで 

午後 1 時 30 分より午後 4 時 30 分まで 

本 館 病 棟 午前 9 時より午後 6 時まで 

※少なくとも週 1 回はご家族、ご親族の面会をお願い申し上げます。 



外出・外泊 

 外出・外泊については、許可を得てからお願い申し上げます。 

通信 ・電話 ・郵便 ・宅配便 

病院内及び病棟内には公衆電話があります。利用の際にはテレフォンカードが必要とな

ります。郵便や宅配便の発送は看護室にお申し付け下さい。 

洗濯・入浴など 

 当院は感染予防のため、希望により衣類・タオル類のレンタルを行っております。衣類

等の洗濯は基本的に不要となります。 

 入浴は週２～３回です。症状によって入浴を制限させていただくことがございます。 

理念 

・至誠 ・勤労  ・分度 

・推譲 ・積小為大・一円融合 

 

 

基本方針 

一、患者様と家族様のニーズに焦点をあてた医療の

提供。 

一、医療・保健・福祉を一体化した体制の推進。 

一、地域の機関と連携し医療、保健、福祉を患者様

及び地域の方々に提供する。 

一、環境に配慮した医療活動を実践する。 
患者様の権利 

本院は、患者様の権利に基づいて診療をいたしております。ここに患者様の権利を掲げます。 

一、 最良の治療を受ける権利     一、人権を尊重される権利 

一、プライバシーが保護される権利  一、自分の病気治療等に関して知る権利  

一、自己決定の権利 

医師を含めた全職員は、良心と専門知識に基づいた裁量にもとづいて医療を行いますので、この職

業倫理に触れる可能性のあることについては、患者様や家族様の要望といえどもお断りすることが

ございます。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

診療録（カルテ）等の開示について 

 当院では、患者さんの権利の一つとして「自分の病気治療等に関して知る権利」を掲げ

ております。その一環としまして、当院の規程に基づいた所定の手続きにより患者さんは

診療録（カルテ）等の開示を受けることができます。 

 詳細につきましては、「病棟もしくは本館１階会計受付」にお尋ね下さい。 

入院中病院でお願いしたいこと 

● 入院中は、医師・看護師の指示に従って療養に専念して下さい。 

● 静粛・清潔・整頓にご協力下さい。 

● その他病室・看護室・配膳室・その他指定の場所等への立ち入りはご遠慮下さい。 

● 主治医に許可を得ていない食事や治療や服薬はご遠慮下さい。 

● 病室内でラジオ・テレビの視聴を希望される方は看護師にご相談下さい。 

● 院内での飲酒は厳禁となっております。 

● 当院は健康増進法に基づき敷地内禁煙となっております。 

● 貴重品のお持ち込みはご遠慮下さい。紛失されても当院では一切責任を負うことがで

きません。ご了承下さい。 

退院にあたって 

退院お迎え前に会計・受付において入院費の清算を行って下さい。清算後患者さんが入

院されている病棟に向かわれて下さい。 



患者サポート相談窓口 

患者さんとその家族の皆様からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上

の不安等の相談､また､それ以外のご意見やご要望･ご質問等様々なご相談に応じています。

また、医療費の支払やさまざまな制度の利用や退院に関すること、その他「どこに相談し

てよいかわからない」といったご相談にも応じています。 

相談窓口は総合支援課（地域医療連携室）（本館１階会計受付窓口隣り）にございます。

また各病棟でも相談をお受けすることができます。 

相談時間は、午前 8 時 30 分から午後１２時です。 

相談方法はお電話もしくは対面でお受けいたしますが、対面の場合は事前にご予約をい

ただけるとお待たせ時間がなくお受けできます。 

その他 

職員に対する贈り物等のお心づかいは一切ご遠慮申し上げます。 

アクセス（交通手段） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ＪＲ宇都宮駅よりバス : JR 宇都宮駅西口から関東バス１１番発「一条町経由 江曽 

島（西川田東）」行に乗車し「市営球場入口」下車（25 分） 

バス停より徒歩 5 分 

● ＪＲ宇都宮駅よりタクシー : JR 宇都宮駅西口から 15 分 

● 東武江曽島駅よりバス: 江曽島駅東口から関東バス「ＪＲ宇都宮駅」行に乗車し 

「市営球場入口」下車（5 分）バス停より徒歩 5 分 

 ● 東武江曽島駅より徒歩 : 江曽島駅東口より徒歩 15 分 

 

医療法人報徳会 宇都宮病院 

〒320-8521 栃木県宇都宮市陽南４丁目６番地３４号 

TEL：028-658-2121  FAX：028-658-2117 

メール･メッセージ：sogoshienka@utsunomiya-h.jp 

L I N E  I D：utsunomiya-h-sw  

QR コードを読み込むと友だち追加できます。 

ホームページ URL：http://hotokukai.or.jp/ 

関東バス 
市営球場入口 
停留所 



入入院院ののごご案案内内  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

       医療法人報徳会宇都宮病院 

         http://hotokukai.or.jp/ 


